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備 考

<7.3.1～7.3.7>

・

・機械設備図による

・ その他の特殊な建設副産物（ ）

・ 特定化学物質（ ）

・ ＰＦＯＳ（ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ（ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾛﾎﾝ酸)）

・ 六ふっ化硫黄（SF6）ガス

・ イオン化式感知器

・ ハロン

・ 建材用断熱材フロン

・ フロン（冷媒）

 回収及び処分を行う特殊な建設副産物の種類

回収又は処分

回収及び処分2

箇所数： 箇所

部 位 ・ 図 示

箇所数： 箇所

部 位 ・ 図 示

箇所数： 箇所

部 位 ・ 図 示

箇所数： 箇所

部 位 ・ 図 示

採取する部位・箇所数

建設副産物の種類

備 考分析調査を行う特殊な

<7.1.3>

1 施工調査

処分 ・埋立処分（安定型最終処分場）

ックファイバーの処理

4 リフラクトリーセラミ

除去方法 ・図示

除去対象範囲 ・図示 ・

除去処理対象物 ・

※密封処理 ※湿潤化 ・セメント固化

 除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止

除去対象範囲 ・図示 ・ 

・9.1.3(b)による（損傷、劣化等で石綿粉塵を発散するおそれがある場合）

 除去工法 ※9.1.4(c)による（原形のまま、手ばらしが可能な場合）

・中間処理（溶融施設）

・埋立処分(管理型最終処分場)

除去したアスベスト含有保温材の処分

・中間処理（溶融施設）

・埋立処分(安定型最終処分場)

・アスベスト含有せっこうボードを除くアスベスト含有成形板

※埋立処分(管理型最終処分場)

・アスベスト含有せっこうボード

除去したアスベスト含有成形板の処分

作業場の隔離 ・行う ・行わない

除去対象範囲 ・図示 ・

・アスベスト含有成形板の除去

除去対象範囲 ・図示 ・ 

・アスベスト含有保温材の除去

<6.5.2>

<6.4.3>

又はアスベスト含有保温材等の除去で石綿粉じんを発散するおそれがある場合(損傷、劣化等） 

処理

3 アスベスト含有建材の

・中間処理（溶融施設）

・埋立処分(管理型最終処分場)

除去したアスベスト含有吹付け材等の処分 

※密封処理 ※湿潤化 ・セメント固化

 除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止

除去工法 ※6.3.2による

除去対象範囲 ・図示 ・

・アスベスト含有吹付け材の除去
<6.3.2>

・25

・

・

・ 1 2 0

・ 5  ・試料の吸引流量(l/min)

測定 9,10

・ 5  ・

・ 1

測定 3

試料の吸引時間(min)

25

測定 1,2,4,6,7,8

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径(mm)

測定５以外は次表による

調査作業室外部の付近

処理作業室内

・( ）点

・( ）点

・( ）点

・4方向各1点 ・( ）点

・4方向各1点 ・( ）点

・( ）点

施工区画周辺又は敷地境界

・集じん・排気装置各1点

・( ）点ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

・( ）点

・4方向各1点 ・( ）点

・( ）点

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内

測定場所

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内

(処理作業室外の場合）

集じん・排気装置の排出口

測定点（各処理作業室ごと）

処理作業室内

撤去後1週間以降

処理作業後 ｼｰﾄ

測定 10

測定 9

測定 8

測定 4

適用

測定 7

測定時期

(隔離ｼｰﾄ撤去前)

測定 6

測定 3

測定 5

処理作業後

処理作業中

処理作業前

測定名称

測定 1

測定 2

測定時期、場所及び測定点

サンプル数 １箇所あたり３サンプル

アスベスト粉じん濃度測定 <6.1.3>

・箇所数( ）

・箇所数( ）

・箇所数( ）

・箇所数( ）

・箇所数( ）

・箇所数( ）

・箇所数( ）

定量分析

・箇所数( ）

定性分析材 料 名

※ JIS A 1481-2 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第２部：試料採取及びアスベスト

含有の有無を判定するための定性分析方法」又は JIS A 1481-3 「建材製品中のアスベスト

含有率測定方法-第３部：アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」による

・分析によるアスベスト含有建材の調査

に報告する。

施工調査

・アスベスト含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりアス

分析対象

アンソフィライト、トレモライト

アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、

分析方法

ベストを含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、監督職員

調査

1 アスベスト含有分析

・

・

<5.4.4>

<5.4.3>

材工業会」による

撤去方法 ・「標準施工要領書（日本シーリング工事業共同組合連合会／日本シーリング

除去範囲 ※図示

・除去処理工事

・処分方法

・

解体方法

廃棄物の焼却施設の解体 <5.4.7>

6 ダイオキシン類

5 PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材

引渡しを要する機器類

4 PCBを含む機器類

備 考

・ダイオキシン類

・廃酸/廃アルカリ

・廃油

・ＰＣＢ含有シーリング材

・ＰＣＢを含む機器類

・廃石綿等

※処理施設は現場説明書による

特別管理産業廃棄物の種類

の処理 <5.4.1><5.4.5><5.4.6>

3 特別管理産業廃棄物

<5.4.7>

基発第401号）」により行う。

・「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱（平成13年4月25日付

・ダイオキシン類のサンプリング調査

JEAC1201-1991）」により行う。

・「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法（平成4年7月3日厚生

省告示第192号）」又は「絶縁油中のポリ塩化ビフェニルの分析方法規定（電気技術規定

・絶縁油のPCB含有量の分析調査

・

・

・機械設備図による

・機械設備図による

表層の砂利敷き

・行う（・再生クラッシャラン(RC-40)厚さ 60㎜ ・クラッシャラン(C-40)厚さ 60㎜ ）

<3.12.1>

・行わない

埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。

・山砂の類 ・他現場の建設発生土の中の良質土 ・再生コンクリート砂

埋戻し及び盛土の材料

・現状ＧＬ ・図示

整地高さ

・行う

解体後の埋戻し及び盛土

7 解体後の整地

外灯の撤去 ・行う（※図示 ・ ） ・行わない

6 屋外設備等

電柱の撤去 ・行う（※図示 ・ ） ・行わない

冷媒を回収した後撤去を行う機器

冷媒を屋外機にポンプダウンした後撤去を行う機器

解体事前処理（冷媒）

備 考

<4.4.1>

　　　（縮減）

・ガラス

中間処理施設又は再資源化施設は現場説明書による

・硬質塩化ビニル管及び継手

・蛍光ランプ及びＨＩＤランプ

・小形二次電池

・金属類

・アスファルトコンクリート

・木材

・木材

建設廃棄物の種類

・コンクリート

・コンクリート及び鉄から成る建設資材

廃棄物の種類 備 考数量

<4.4.1>

備 考

備 考

<4.4.4>

<4.4.2>

廃棄物の種類

廃棄物の種類

処分場は現場説明書による

備 考

<4.5.1>

・

・上記以外のせっこうボード

・ひ素・カドミウム含有せっこうボード

・石綿含有せっこうボード

・ＣＣＡ処理木材

廃棄物の種類

処分場、処分施設は現場説明書による

（再資源化及び縮減）

建設廃棄物

6 処理に注意を要する

建設廃棄物

4 最終処分する

制度の活用

3 産業廃棄物広域認定

利用する建設廃棄物

2 再資源化し、現場で

1 再資源化等

<5.4.4>・PCB 含有シーリング分析調査

・

・PCBを含む機器の微量PCBの分析調査

・現場説明書による

<5.4.3>

・

・

分析調査(第二次判定）

・PCB 含有シーリング

分析調査(第一次判定）

・PCB 含有シーリング

箇所数： 箇所

部 位 ・ 図 示

箇所数： 箇所

部 位 ・ 図 示

箇所数： 箇所

部 位 ・ 図 示

採取する部位・箇所数

産業廃棄物の種類

備 考

箇所数： 箇所

部 位 ・ 図 示

分析調査を行う特別管理

<5.1.2>

<5.1.2>

2 分析調査

(3)調査結果は調書にまとめ、監督職員に提出する。

 処分条件等を調査する。

(2)特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理施設、

 型式、種類、数量等を調査する。

(1)特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、

※特別管理産業廃棄物の調査を次により行う。

1 施工調査

・下記による

解体事前処理（油類タンク）

・機械設備図による

引抜いた杭の処理（※図示 ・ ）

・破砕による解体

・行う ・行わない

<3.2.1>汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置

1 浄化槽、排水槽等

・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。

応じて残油を抜き取り、燃料を土壌に流失させないように注意する。

・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。必要に

5 設備機器等

・行う（※図示 ・ ）

<3.11.1>

4 地下埋設物・埋設配管

地下埋設物及び埋設配管の解体

・行う（※図示 ・ ）

杭の解体工法

・引抜き工法

<3.10.1>

<3.9.2>

3

2 杭の解体

樹木等

・行う ・行わない

樹木の伐採伐根及び移植

２の（2）手すり据置方式又は（3）手すり先行専用足場方式により行うこと。

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における

ん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さ

平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の

足場その他1

足場を設ける場合、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省

※ 図 示

設置範囲及び高さ

※防音パネル ・防音シート

<2.2.1>騒音・粉じん等の対策2

騒音・粉じん等の対策

　　　　　　　　　 　

<1.4.2>1 施工数量調査

調査範囲及び調査方法 ※図示

・ 印のみの場合は適用しない。

○

○

○○

○・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

（３）特記事項に記載の<     >内表示番号は、解体共仕の当該項目を示す。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

（２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

○

○

○

たものを適用する。

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け

 ・

・

 ・

・

 ・

・

 ・ ・

・

 ・

・

7

6

測定

2 ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度

5

4

章 項 目 特 記 事 項

２．特記仕様

１．共通仕様

Ⅱ. 解体工事仕様

3

2

1

Ⅰ. 工事概要

特 記 仕 様 書

１．工事場所

２．敷地面積

３．工事種目

測定方法

測定５のみ ※ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、粉じん相対温度計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計）、繊維状粒子自動計測器

（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等、排気の粉じん濃度を迅速に計測できる機器にて測定

平成31年３月

秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出

 3．解 体 施 工

 7．解 体 後 の 整 地

工事設計図

採取箇所 ・ 図示 ・トイレ内 天井、外部軒天 腰壁吹付塗料 各1

調査範囲（・トイレ内外装材 ・図示 ）

貸与資料（・建築及び設備設計図 ）

423.34㎡＊環境省敷地 仮設範囲はＡ08

A02 A08

・建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）（以下、「解体共仕」という。）

 2．仮 設 工 事（・指定・任意）

※行わない

解体後に小坂町による埋め戻し、造成工事が行われるため埋め戻しは要しない。

令和４年度

令和４年度 生出集団施設地区生出園地トイレ新築

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成31年版）

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成31年版）

○

6月中旬をめどに文化財保護法に基づく現状変更の許可見込みであり許可後に工事をを行うこと。

また、ヒメマス養魚場への騒音、振動の観点から6月中はブレーカの使用等を伴わない作業のみ実施できる。
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生出集団施設地区生出園地トイレ解体工事



令和4年度

生出集団施設地区生出園地トイレ解体工事



令和4年度

生出集団施設地区生出園地トイレ解体工事
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1.

（注記）

部分を撤去する。(全設備共通)
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十和田湖

十和田湖

生出集団施設地区生出園地トイレ解体工事
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仮設計画図

既設便所棟

設計GL±0=407.04

枠組み足場：手すり先行,防塵シート設置

《工事ヤード》
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